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令和 7 年３月定例教育委員会会議録 

 

１．日時 

令和 7 年 3 月 21 日（金曜日） 

午後 3 時 3 分開会、午後 4 時 6 分閉会 

 

２．場所 

条里南庁舎会議室 

 

３．出席教育委員 

泉川 国子 

二階堂 衛
まもる

 

 

４．出席者 

教育⾧ 伊藤 孝俊 

教育総務部⾧ 佐藤 耕樹 

教育指導部⾧ 岡固 敦 

教育総務部次⾧ 近江 秀和 

生涯学習課⾧ 木村 智子 

生涯学習課主幹 木村 雅美 
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スポーツ振興課⾧ 進藤 倫
とも

啓
のり

 

文化財保護課⾧ 信太 正樹 

文化財保護課主幹 石田 正明 

文化財保護課文化資源活用係⾧ 佐藤 直志 

文化財保護課文化資源活用係副主査 木下 翔太 

図書館課⾧ 髙橋 秀明 

教育指導課⾧ 赤川 美和子 

学校教育課⾧ 佐藤 隆
たか

徳
のり

 

学校給食課⾧ 遠藤 督士
よしひと

 

 

５．会議書記 

教育総務課課⾧代理 小田嶋
お だ し ま

 あけみ 

教育総務課副主査 多賀谷
た が や

 紋子
あ や こ

 

 

６．会議要旨 

●伊藤教育⾧  

皆さんお揃いですので、ただ今より令和 7 年 3 月定例教育委員会

を開催いたします。本日は、2 番、中村委員、3 番、加賀谷委員より

欠席届が提出されております。地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第 14 条第 3 項の規定では「教育⾧及び教育委員の過半数が出
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席しなければ会議を開き、議決をすることができない」とされており

ます。本日は過半数の出席となっておりますので、会議は成立してお

りますことをご報告申し上げます。会議録署名委員は、1 番、泉川委

員と 4 番、二階堂委員にお願いします。参与はお集まりの部⾧、次

⾧、課⾧、主幹。書記は教育総務課担当にお願いします。それでは、

次第の 3 の教育⾧報告に入ります。2 月 14 日から 3 月 20 日までの

主な参加行事等についてご報告いたします。2 月 14 日、定例教育委

員会がございました。午後からは横手市小中学校教頭会において、お

話をさせてきていただいております。翌 15 日、横手の雪まつりが始

まるということで、土曜日でありましたが、自治体交流会ということ

で、北上市⾧、厚木市副市⾧等々がお集まりいただいて開催しており

ます。翌 16 日の日曜日、梵天コンクールの審査に参加をさせていた

だきました。17 日、政策会議、FM 推進本部会議、職員提案審査委

員会がございました。18 日から市議会 3 月定例会が始まりまして、

18 日と 19 日に本会議が開かれております。20 日の午前中は、歴史

的風致維持向上委員会、定例記者会見がございました。午後からは歴

史文化遺産保存活用推進協議会、いじめ対策委員会に参加させてい

ただいております。21 日、横手市校⾧会の定例会がございました。

23 日、横手市スポーツ賞表彰授与式および受賞祝賀会がございまし

て、その後、NTT 東日本バトミントン部歓迎レセプションが行われ
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ました。24 日の月曜日には、NTT 東日本バドミントン部によるバド

ミントン教室が開催されております。25 日、教育委員会の答弁検討

会、令和 7 年 4 月 1 日定期人事異動第 1 次内示および臨時教育委員

会が開催されております。26 日と 27 日に市全体の答弁検討会がご

ざいました。27 日には政策会議も開催されております。28 日、市議

会 3 月定例会において会派代表質問がございまして、3 月 3 日と 4

日には一般質問がございました。また、3 日には全員協議会において

議案説明会が開催されました。8 日は各中学校の卒業式がありました

が、今年度は増田中学校の卒業式に参加いたしました。10 日、不適

正事務根絶に向けた対策会議が開催されました。11 日、令和 7 年 4

月 1 日定期人事異動第 2 次内示がございました。12 日、総括質疑に

対しての答弁検討会がございまして、 13 日には決算予算決算委員会

および総括質疑がございました。14 日、午後から教職員の人事異動

内示が行われました。15 日、Ao
あ お

－
－

na
な

開館記念として中島京子氏講演

会が開催されました。大変盛況で、沢山の方々がお見えになり中島先

生の講演をお聞きいたしました。17 日と 18 日は各小学校の卒業式

がありまして、今年度は大雄小学校と吉田小学校に参加しておりま

す。19 日、市議会 3 月定例会本会議最終日でございました。同日、

政策会議が開催されております。ただいまの報告につきまして、何か

ご質問等がございましたらお願いします。 
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【なし】 

●伊藤教育⾧ 

ないようですので、4 の議事に入ります。日程第 1、議案第 8 号、 

横手市教育委員会事務局の組織に関する規則及び横手市歴史的風致

維持向上協議会設置規則の一部を改正する規則についてを議題とい

たします。説明をお願いします。 

●教育総務課⾧ 

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 

ただいまの説明につきまして、何かご質問ございましたらお願い

いたします。 

●二階堂委員 

 第 1 条において、伝統文化課の事務分掌を部分的に削除という形

を取られているようですが、なぜ削除したのか、その点についてもう

少し詳しく説明をお願いします 

●文化財保護課主幹 

 お手元の当日配布資料の 3 ページをご覧ください。削除している

(3)文化財保護関係の委員に関すること(6)埋蔵文化財及び史跡の保

護及び保存に関することにつきましては、文化財に関する事務であ

り、(1)の文化財の保存活用及び郷土文化に関することに包含される
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ことから削除しております。併せまして、(4)名勝天然記念物に関す

ることにつきましても、文化財保護法第２条に規定する文化財とい

う範疇に全て含まれるため、同様に包含されるものとして削除して

おります。 

●二階堂委員 

 おっしゃっている意味は分かりました。改正前の保護活用という

文言が改正後の保存活用になったことに伴い、改正前の事務分掌が

部分的に削除という形でも大丈夫だという解釈なんでしょうけれど

も、それで特段問題がなければ結構ですが、削除の理由が不明でした

ので質問させていただきました。ありがとうございました。 

●伊藤教育⾧ 

 ほかにございませんか 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

ないようですので、日程第 1、議案第 8 号、横手市教育委員会事務

局の組織に関する規則及び横手市歴史的風致維持向上協議会設置規

則の一部を改正する規則について、ご承認いただけますでしょうか。

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、
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日程第 2、議案第 9 号、横手市緊急教育資金貸付条例施行規則を廃止

する規則についてを議題といたします。説明をお願いします。 

●学校教育課⾧ 

【資料に基づき説明】  

●伊藤教育⾧ 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問ございましたらお願い

いたします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、日程第 2、議案第 9 号、横手市緊急教育資金貸

付条例施行規則を廃止する規則について、ご承認いただけますでし

ょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、

日程第 3、議案第 10 号、横手市教育委員会事務局部⾧等の専決規程

の一部を改正する訓令についてを議題といたします。説明をお願い

します。 

●教育総務課⾧ 

【資料に基づき説明】 
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●伊藤教育⾧ 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問ございましたらお願い

いたします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、日程第 3、議案第 10 号、横手市教育委員会事

務局部⾧等の専決規程の一部を改正する訓令について、ご承認いた

だけますでしょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、 

日程第 4、議案第 11 号、横手市招致外国青年任用要綱の一部を改正

する訓令についてを議題といたします。説明をお願いします。 

●教育指導課⾧ 

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問ございましたらお願い

いたします。 

●泉川委員 

 ALT の配置人数について、小学校は 1 名だと認識しておりますが、
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中学校は何名でしょうか。 

●教育指導課⾧ 

 中学校も 1 名です。全ての外国語科の授業に ALT を配置しており

ます。 

●伊藤教育⾧ 

 ほかにございませんか。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、日程第 4、議案第 11 号、横手市招致外国青年

任用要綱の一部を改正する訓令について、ご承認いただけますでし

ょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、 

日程第 5、議案第 12 号、横手市歴史文化遺産保存活用推進協議会設

置要綱の一部を改正する告示についてを議題といたします。説明を

お願いします。 

●文化財保護課⾧  

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 
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 ただいまの説明につきまして、何かご質問ございましたらお願い

いたします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

ないようですので、日程第 5、議案第 12 号、横手市歴史文化遺産

保存活用推進協議会設置要綱の一部を改正する告示について、ご承

認いただけますでしょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、 

日程第 6、議案第 13 号、横手市スポーツ競技大会出場補助金交付要

綱の一部を改正する告示についてを議題といたします。説明をお願

いします。  

●スポーツ振興課⾧ 

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問ございましたらお願い

いたします。 

●二階堂委員 

 大会主催者から補助がある場合は、この横手市スポーツ競技大会
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出場補助金は対象外ということですが、最近、全国大会への出場のた

めに寄付を依頼された団体もありました。ちなみに平鹿ジュニアに

対しては大会主催者からの助成は出ているのでしょうか。 

●スポーツ振興課⾧ 

 大会主催者等からの助成金の定義としましては、主催者側から代

表チームに旅費等に充ててもらうために支給されるもののことです。

任意の寄付や募金などは、あくまでも任意ですので、助成金の定義に

は当てはまりません。なお、平鹿ジュニアに対しては助成しておりま

す。 

●二階堂委員 

 資金不足により寄付をお願いするということが、もちろんあると

は思うんですけれどもね。承知いたしました。ありがとうございます。 

●伊藤教育⾧ 

 この団体については、結成して 1 年程であるため、預貯金がほと

んどないためと推測されます。 

●伊藤教育⾧ 

 ほかにございませんか。 

●泉川委員 

 第 3 条に補助金の対象者は横手市に住所を有する者とありますが、

例えば小学校でやっていた部活動の関係で、横手市内の小学校を卒
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業して湯沢市の中学校に入学したり、逆に湯沢市の小学校を卒業し

て横手市内の中学校に入学したりということがあります。そういっ

た場合は、この補助金の対象外ということになるのでしょうか。 

●スポーツ振興課⾧ 

 まず 1 点目として、部活動に関する助成金については別に制度が

ございます。 

●泉川委員 

 例えば、全県大会で優勝して東北大会に出場する資格を得た横手

市内の中学校の部活動があったとします。その部員の中に雄勝郡が

住所の生徒がいた場合、その生徒は対象外ということでしょうか。 

●伊藤教育⾧ 

 それについては、学校教育課で担当している部活動の補助金があ

ります。 

●学校教育課⾧ 

 当課で担当している補助金として、横手市立小中学校各種大会派

遣費補助金というものがございます。こちらの補助金については、学

校の部活動が県大会・東北大会・全国大会に出場する際に対象となる

ものです。今、泉川委員がおっしゃられました生徒の住所に関しまし

ては、市外から来ている生徒だからといって補助金の対象外とはし

ておりません。あくまでも横手市立小中学校に在籍している児童生
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徒であれば対象としております。 

●伊藤教育⾧ 

 スポーツ振興課が担当している補助金は、特に小学校や、例えばサ

ッカーなど中学校体育連盟と関係のない大会、あるいは高校といっ

たところを対象としたものになっています。学校教育課とスポーツ

振興課で 2 種類の補助金があります。 

●泉川委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

●伊藤教育⾧ 

 これまで補助金を交付できなかった部分を交付できるようにする

という積極的な改正ですので、ご理解いただきたいと思います。 

●伊藤教育⾧ 

 ほかにございませんか。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、日程第 6、議案第 13 号、横手市スポーツ競技

大会出場補助金交付要綱の一部を改正する告示について、ご承認い

ただけますでしょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 
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 ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、 

日程第 7、議案第 14 号、歴史的風致維持向上支援法人の指定につい 

てを議題といたします。説明をお願いします。 

●文化財保護課⾧ 

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問ございましたらお願い

いたします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、日程第 7、議案第 14 号、歴史的風致維持向上

支援法人の指定について、ご承認いただけますでしょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、 

日程第 8、議案第 15 号、横手市スポーツ推進委員の委嘱についてを

議題といたします。説明をお願いします。 

●スポーツ振興課⾧ 

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 
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 ただいまの説明につきまして、何かご質問ございましたらお願い

いたします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、日程第 8、議案第 15 号、横手市スポーツ推進

委員の委嘱について、ご承認いただけますでしょうか。 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、 

日程第 9、議案第 16 号、横手市教育委員会事務部局職員の任免につ

いてを議題といたします。説明をお願いします。 

●教育総務課⾧ 

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問ございましたらお願い

いたします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ないようですので、日程第 9、議案第 16 号、横手市教育委員会事

務部局職員の任免について、ご承認いただけますでしょうか。 



16 

 

【異議なし】 

●伊藤教育⾧ 

 ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。次に、

5.その他に移ります。(1)各課等事業報告をお願いします。 

●各課⾧等 

【資料に基づき説明】 

●伊藤教育⾧ 

各課より報告がありました。何かご質問やご意見ありましたらお

願いいたします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

ないようですので、(2)その他に入ります。何かありましたらお願

いします。 

【なし】 

●伊藤教育⾧ 

ないようですので、これで 3 月の定例教育委員会を終了いたしま

す。お疲れさまでした。 

 

会議の顛末を記録し、その正当なることを記するため署名する。 

令和 7 年 4 月 22 日 
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教育委員 加賀谷 ⾧吉 

教育委員 泉川 国子 

 


